








（訳 文）

秘書役証明書

（決議証明）

デラウェア州法に基づき設立され存続する会社であるモルガン・スタンレー（「当社」）の

秘書役補佐兼カウンセルとして私、ジャレット・Ｈ・シュルツは、本書の別紙Ｉが 2005 年９

月 20 日、2006 年 12 月 12 日、2007 年６月 19 日、2007 年９月 17日および 2008 年６月 16 日

開催の各取締役会決議（総称して「関連決議」）の抜粋の真正な写しであることをここに証明

する。

いずれの関連決議も、何ら撤回、無効化または修正されておらず、本書の日付現在完全な

効力を有している。

2012 年６月４日

（署 名）

ジャレット・Ｈ・シュルツ

モルガン・スタンレー秘書役補佐兼カウンセル
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別紙Ｉ

１．2005 年９月 20 日開催の当社取締役会における取締役会決議

決 議：取締役会は、1933 年米国証券法に基づくレギュレーション S（その後の改正

を含み、「レギュレーション S」）に従い、当社が随時下記の有価証券の設定、発行およ

び販売（「海外有価証券プログラム」）を行うための権限を付与、提供および承認する。

(a) ニューヨーク州法またはイングランド法およびウェールズ法に準拠し、かつこれに

従って解釈される、一または複数のシリーズの上位債務証券（券面の発行される債

務証券を含むが、これに限定されない。）（「債務証券」）。これには、(i)一もしくは

複数の事業体（当社と関連するものか否かを問わない。）の債券もしくは株券その

他の有価証券、当該事業体に対する持分もしくは参加権、当該有価証券、持分もし

くは参加権にかかるバスケットもしくは指数、または当該有価証券、持分もしくは

参加権の現金価値と交換可能であるか、(ii)一または複数の当社と関連しない事業

体の信用に連動するか、(iii)一または複数の通貨または通貨価値に連動するか、

(iv)一または複数のコモディティまたは物価に連動するか、(v)一もしくは複数の

事業体、もしくはミューチュアルファンド、集団投資スキームもしくはこれらと同

様の投資ビークル（いずれについても当社と関連するものか否かを問わない。）の

有価証券あるいは当該事業体等に対する持分もしくは参加権、当該有価証券、持分

もしくは参加権にかかるバスケット、または指数もしくは指数バスケットに連動す

るか、また(vi)上述のものの組合せとなる上位債務証券を含むが、これに限定され

ない。；

(b) ニューヨーク州法またはイングランド法およびウェールズ法に準拠し、かつこれに

従って解釈される、一または複数のワラント（券面の発行されるワラントを含むが、

これに限られない。）であって、(i)いずれかの事業体（当社と関連するものか否か

を問わない。）が発行する債券その他の債務証券、(ii)コモディティ、(iii)一また

は複数の為替レート、(iv)指数または指数バスケット、(v)いずれかの事業体、も

しくはミューチュアルファンド、集団投資スキームもしくはこれらと同様の投資ビ

ークル（いずれも当社と関連するものか否かを問わない。）の発行する株式もしく

は株式バスケット、または当該事業体等に対する持分もしくは参加権、または上述

のものの組合せに関するもの（「オファード・ワラント」）；および

(c) ニューヨーク州法またはイングランド法およびウェールズ法に準拠し、かつこれに

従って解釈される、一または複数のシリーズの追加的な有価証券（当社のエクイテ

ィ証券を除く。）のうち、財務役員（本議事録で定義される。）が海外有価証券プロ

グラムに従い募集を行うことを選択したもの（「追加有価証券」といい、債務証券

およびオファード・ワラントと総称して「本有価証券」。）

決 議：海外有価証券プログラムに基づき、当社、モルガン・スタンレー（ジャージ

ー）リミテッド、モルガン・スタンレー・ビー・ヴィーまたはいずれかの当社の子会社

（モルガン・スタンレー（ジャージー）リミテッド、モルガン・スタンレー・ビー・ヴ

ィーおよび当該子会社のそれぞれを「追加発行会社」）が発行した、発行済み未償還の債

務証券の元本総額ならびに発行済みのオファード・ワラントおよび追加証券の当初募集



3

価格の総額の米ドル建ての価額（それぞれ該当する当初募集日付で決定される。）は、い

かなるときも 20,000,000,000 米ドルを超過してはならない。

２．2006 年 12 月 12 日開催の当社取締役会における取締役会決議

決 議：海外有価証券プログラムに基づき、当社、モルガン・スタンレー（ジャージ

ー）リミテッド、モルガン・スタンレー・ビー・ヴィーまたはいずれかの当社の子会社

が発行した、発行済み未償還の債務証券の元本総額ならびに発行済みのオファード・ワ

ラントおよび追加証券の当初募集価格の総額の米ドル建ての価額（それぞれ該当する当

初募集日付で決定される。）は、いかなるときも 25,000,000,000 米ドルを超過してはな

らない。

決 議：上記決議を除き、2005 年９月 20 日付の取締役会決議で承認された決議は、

完全かつ有効に存続しており、本決議で使用される用語は、別段定義されない限り、2005

年９月 20日付の取締役会決議で承認された決議において付与された意味を有する。

３．2007 年６月 19 日開催の当社取締役会における取締役会決議

決 議：海外有価証券プログラムに基づき、当社、モルガン・スタンレー（ジャージ

ー）リミテッド、モルガン・スタンレー・ビー・ヴィーまたはいずれかの当社の子会社

が発行した、発行済み未償還の債務証券の元本総額ならびに発行済みのオファード・ワ

ラントおよび追加証券の当初募集価格の総額の米ドル建ての価額（それぞれ該当する当

初募集日付で決定される。）は、いかなるときも 30,000,000,000 米ドルを超過してはな

らない。

決 議：上記決議を除き、2005 年９月 20 日付の取締役会決議で承認された決議は、

完全かつ有効に存続しており、本決議で使用される用語は、別段定義されない限り、2005

年９月 20日付の取締役会決議で承認された決議において付与された意味を有する。

４．2007 年９月 17 日開催の当社取締役会における取締役会決議

決 議：海外有価証券プログラムに基づき、当社、モルガン・スタンレー（ジャージ

ー）リミテッド、モルガン・スタンレー・ビー・ヴィーまたはいずれかの当社の子会社

が発行した、発行済み未償還の債務証券の元本総額ならびに発行済みのオファード・ワ

ラントおよび追加証券の当初募集価格の総額の米ドル建ての価額（それぞれ該当する当

初募集日付で決定される）は、いかなるときも 40,000,000,000 米ドルを超過してはなら

ない。

決 議：上記決議を除き、2005 年９月 20 日付の取締役会決議で承認された決議は、

完全かつ有効に存続しており、本決議で使用される用語は、別段定義されない限り、2005

年９月 20日付の取締役会決議で承認された決議において付与された意味を有する。

５．2008 年６月 16 日開催の当社取締役会における取締役会決議

決 議：海外有価証券プログラムに基づき、当社、モルガン・スタンレー（ジャージ

ー）リミテッド、モルガン・スタンレー・ビー・ヴィーまたはいずれかの当社の子会社

が発行した、発行済みの債務証券の元本総額ならびに発行済みのオファード・ワラント
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および追加証券の当初募集価格の総額の米ドル建ての価額（それぞれ該当する当初募集

日付で決定される）は、いかなる一時点においても 55,000,000,000 米ドルを超過しては

ならない。

決 議：上記決議を除き、2005 年９月 20 日付の取締役会決議で承認された決議は、

完全かつ有効に存続しており、本決議で使用される用語は、別段定義されない限り、2005

年９月 20日付の取締役会決議で承認された決議において付与された意味を有する。


